
   京都市定期結核健康診断費補助金交付要綱 

 

制定 平成２２年４月１日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」と

いう。）及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほ

か、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「法」

という。）第６０条に規定する補助金（以下「補助金」という。）の交付に係

る申請、決定等について必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付の対象） 

第２条 法第５３条の２に規定する学校又は施設の設置者が法第５８条の３の 

規定に基づき実施する、定期の健康診断に要する費用を支弁した場合のその 

費用を補助の対象とする。 

 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、別表に定める各区分の補助金交付基準の算定基準によ 

 り算定した額と対象経費の実支出額（寄付金その他の収入があるときは、そ 

の収入額を控除した額）とを比較して、各々少ない額の合計額に３分の２を 

乗じて得た額（ただし、１円未満切捨て）とする。 

 

（交付の申請） 

第４条 条例第９条の規定による申請は、定期結核健康診断費補助金交付申請 

 書（第１号様式。以下「申請書」という。）によって、事業開始日の属する年 

度の年度末までの市長が定める日までに、次の各号に掲げる書類を添えて行 

わなければならない。 

 ⑴定期結核健康診断実施成績書（第２号様式） 

 ⑵定期結核健康診断費支出額内訳書（第３号様式） 

 ⑶定期結核健康診断費支出額受領書の写し 

２ 補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に 

含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第 

１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づく仕入れに係 

る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象 

経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。）を減額して申請し 

なければならない。 

 

 



（交付の決定） 

第５条 市長は、条例第９条による申請があったときは、当該申請に係る書類 

等の審査、必要に応じて行う現地調査その他の方法により、補助事業等の目 

的及び内容が適正であるか否かを調査し、補助金等を交付することが適当で 

あると認めるときは、条例第１０条各項の決定をするものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定したときは、京都市定期結核健康診断費補助 

金交付決定通知書（第４号様式）により通知するものとする。 

３ 補助金の交付の決定にあたり、標準的な処理期間は、すべての申請が到達 

してから１４日以内とする。 

  

（変更等の承認の申請） 

第６条 条例第１１条第１項第１号による補助事業等の内容又は経費の配分の 

変更に係る市長等の承認の申請は、京都市定期結核健康診断費補助金変更承 

認申請書（第５号様式）によって行うものとする。 

２ 条例第１１条第１項第１号に規定する軽微な変更は、健康診断の実施人員 

の変更とする。 

３ 条例第１１条第１項第２号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等 

 の承認の申請は、京都市定期結核健康診断費補助金中止・廃止承認申請書（第 

６号様式）により行うものとする。 

 

（補助金の支払） 

第７条 交付決定者は、補助金の支払を請求しようとするときは、市長に補助

金の請求書を提出するものとする。 

 

（交付額の返還請求） 

第８条 補助金交付後、補助対象者の請求に不正があったと認められた場合、 

補助金の一部又は全額を返還するものとし、補助対象者は本市の請求に応じ、 

当該額を返還しなければならない。 

 

（補則） 

第９条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施 

行に関し必要な事項は、医療衛生推進室長が定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 



 この要綱は、平成２８年９月１６日から施行し、平成２８年４月１日から適

用する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

 この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和６年７月１日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。この改正後の補助金交付要綱

の規定は、令和８年４月１日以降の申請に係る事業に対する補助金について適

用し、同日前の申請に係る事業に対する補助金については、なお従前の例によ

る。 



 



〔第１号様式〕 

 

  年  月  日 

 

  年度定期結核健康診断費補助金交付申請書 

 

 

（宛先） 京都市長 

 

                    所在地 

                   

                    名 称 

 

                    役職名 

 

                    氏 名           

                       

 

 

 標記のことについて、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

補助金申請額   金         円 

 

 

 

   



 



〔第３号様式〕 

 

 令和 年度定期結核健康診断費支出額内訳書 

 

 

    学校・施設の名称   

 

 

（間接撮影） 

費 目 支 出 済 額 支出済額内訳（品名・数量・金額） 

 円  

   

   

計   

一人当たりの単価 円 

 

 

＊法人として複数の学校・施設分をまとめて申請する場合、本表は学校・施設

ごとに分けて作成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〔第４号様式〕 

 

令和 年度定期結核健康診断費補助金交付決定書 

 

 

 京都市指令   第    号 

令和   年   月   日 

 

 

                 様 

 

 

京 都 市 長 

（担当                   ） 

  

  年  月  日付けで申請のありました標記の補助金につきまして、下

記のとおり交付することを決定しましたので、通知いたします。 

 

記 

 

金 額 
        

円 

 

  

交付条件 

 

１ 補助金は、本事業以外に支出できません。 

２ 補助金と本事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿を備え、 

 本事業に係る収入及び支出についての証明書類を整備し、当該帳簿及び証拠 

 書類を事業完了後５年間保管してください。 

３ 本事業については、京都市補助金等の交付等に関する条例及び京都市補助 

金等の交付等に関する条例施行規則により検査することがあります。 

４ 上記の各号に違反した場合は、補助金を減額し、又は取り消すことがあり

ます。  

 

 



〔第５号様式〕 

令和  年  月  日  

 

（宛先）京 都 市 長 

 

所在地 
 

名 称 
 

役職名 
 

                     氏 名           

 

 

京都市結核定期健康診断費補助金変更承認申請書 

 

 

令和  年  月  日付け京都市指令   第    号にて通知のあり

ました京都市定期結核健康診断費補助金の交付決定について、次のとおり変更

する必要がありますので、変更の承認を申請します。 

 

記 
 

１ 変更する内容及びその理由 
 

 

 



〔第６号様式〕 

令和  年  月  日  

 

（宛先）京 都 市 長 

 

所在地 
 

名 称 
 

役職名 
 

                     氏 名           

 

 

京都市結核定期健康診断費補助金中止・廃止承認申請書 

 

 

令和  年  月  日付け京都市指令   第    号にて通知のあり

ました京都市定期結核健康診断費補助金の交付決定について、次のとおり中

止・廃止する必要がありますので、承認を申請します。 

 

記 
 

１ 中止・廃止の理由 
 

 

 

 

          


